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森林の土地を取得したときは森林の土地を取得したときは
届け出が必要です届け出が必要です

森林の土地を取得したときは
届け出が必要です

　
「
下
水
道
の
日
」
は
、
下
水
道
施

設
の
普
及
を
図
る
た
め
昭
和
　
年
に

３６

制
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
郡
上
市
の
下
水
道
施
設
整
備
率
は

１
０
０
％
、
一
方
、
下
水
道
へ
の
接

続
率
は
約
　
％
で
す
。

７６

　
み
な
さ
ん
が
利
用
し
て
初
め
て
機

能
を
発
揮
す
る
下
水
道
。
こ
の
機
会

に
ぜ
ひ
ご
理
解
頂
き
、
未
接
続
の
人

は
早
期
接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。
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・
０
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９
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問緯
類
な
ど
。

室
内
の
安
全
対
策

　
飛
散
防
止
フ
ィ
ル
ム
な
ど
を

ガ
ラ
ス
に
貼
っ
た
り
、
飛
散
に

備
え
て
カ
ー
テ
ン
や
ブ
ラ
イ
ン

ド
を
お
ろ
し
て
お
く
。

水
の
確
保

　
断
水
に
備
え
て
飲
料
水
を
確

保
す
る
ほ
か
、
浴
槽
に
水
を
張

る
な
ど
し
て
生
活
用
水
を
確
保

す
る
。

胸
学
校
、
集
会
場
な
ど
避
難
場

所
へ
の
避
難
経
路
を
ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ
プ
に
よ
り
確
認
し
て

お
く
。

胸
普
段
か
ら
家
族
と
避
難
場
所

や
連
絡
方
法
を
話
し
合
っ
て

お
く
。

胸
避
難
す
る
と
き
は
、
持
ち
物

は
最
小
限
に
、
両
手
は
使
え

る
よ
う
に
し
て
お
く
。

胸
非
常
持
ち
出
し
品
を
確
認
す
る
。

　
一
人
一
人
が
自
分
の
身
の
安

全
を
守
り
、
周
囲
の
人
と
助
け

合
え
る
災
害
に
強
い
地
域
を
造

り
ま
し
ょ
う
。

　
秋
雨
前
線
の
停
滞
や
台
風
に
よ

り
大
雨
が
発
生
し
や
す
い
季
節
で

す
。
　
こ
う
し
た
大
雨
に
よ
っ
て
河
川
の

氾
濫
や
土
砂
災
害
、
そ
し
て
、
暴
風

に
よ
る
災
害
が
発
生
し
ま
す
。

　
台
風
や
大
雨
は
、
警
報
お
よ
び

防
災
気
象
情
報
を
利
用
し
て
被
害

を
未
然
に
防
い
だ
り
軽
減
す
る
こ

と
が
可
能
な

た
め
、
災
害

の
備
え
を
今

一
度
確
認
し

ま
し
ょ
う
。

胸
窓
や
雨
戸
は
し
っ
か
り
と
カ
ギ

を
か
け
、
必
要
に
応
じ
て
補
強

す
る
。

胸
側
溝
や
排
水
口
は
掃
除
を
し
て

水
は
け
を
良
く
し
て
お
く
。

胸
風
で
飛
ば
さ
れ
そ
う
な
物
は
固

定
し
た
り
、
家
の
中
に
入
れ
る
。

非
常
用
品
の
確
認

　
懐
中
電
灯
、
　
ラ
ジ
オ
（
乾
電

池
）
、
救
急
薬
品
、
非
常
用
食
品
、
衣

台
風
や
集
中
豪
雨
か
ら

身
を
守
る
た
め
に

環
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部

環
境
水
道
だ
よ
り

環
境
水
道
だ
よ
り

環
境
水
道
だ
よ
り

　
５
月
か
ら
７
月
に
か
け
て
の
ご
み

処
理
量
は
、
表
の
と
お
り
と
な
り
ま

し
た
。
み
な
さ
ん
に
は
、
引
き
続
き

ご
み
減
量
へ
の
取
り
組
み
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。
生
ご
み
は
、
ダ

ン
ボ
ー
ル
コ
ン
ポ
ス
ト
・
生
ご
み
処

理
機
で
堆
肥
化
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
可
燃
ご
み
と
し
て
出
す
時
は
、

水
切
り
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。
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問☎

９
月
　
日
は

１０

　
　
「
下
水
道
の
日
」
で
す

避
難
場
所
の
確
認
な
ど

家
の
外
の
備
え

家
の
中
の
備
え

「
自
助
」
か
ら
「
共
助
」
へ

７月６月５月

９６５９８５１,０４２可燃ごみ

５１７５０２５３５ 収集
内
　
訳

２７７３０９３２４ 直接搬入

１７１１７４１８３ 下水汚泥ほか
１２１１７５３６資源ごみ

ごみ処理量の推移 　  （単位:ｔ）

　森林の土地の所有者を把握するため、森林法に

「森林の土地の所有者届出制度」が設けられてい

ます。個人か法人かによらず、売買契約のほか、

相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地

を新たに取得した人は、面積にかかわらず届け出

をしなければなりません。

　届け出をしない場合や虚偽の届け出をしたとき

は、１０万円以下の過料が科されることがあります。

【対象】県が定める地域森林計画の民有林

　※国土利用法に基づく土地売買契約の届け出を

　　した場合、森林の土地の所有者届出は不要。

【届出様式】「森林の土地の所有者届出書」

市のホームページからダウンロードできます。

【添付書類】

① 森林の土地の位置を示す図面

② 権利を取得したことがわかる書類の写し

【提出期間】所有者となった日から９０日以内

　※分割協議が調わない場合でも、相続開始の日

　　から９０日以内に法定相続人の共有物として届

　　け出をする必要があります。

【提出先】農林水産部林務課または各振興事務所

※詳細は、市のホームページの「産業・事業者」⇒

「林業」⇒「森林の届出」⇒「森林の土地の所有

者届出制度について」をご覧ください。

 　農林水産部林務課　 　67-2121問 ☎


